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○二本松市社会福祉法人等利用者負担軽減助成要綱 

平成17年12月１日告示第76号 

改正 

平成18年３月31日告示第59号 

平成18年６月29日告示第103号 

平成21年６月30日告示第113号 

平成24年３月29日告示第58号 

平成25年３月28日告示第52号 

平成27年７月27日告示第156号 

平成28年３月４日告示第48号 

平成29年９月21日告示第175号 

平成30年６月28日告示第115号 

令和４年３月30日告示第63号 

二本松市社会福祉法人等利用者負担軽減助成要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、介護保険法（平成９年法律第123号。以下「法」という。）の施行に伴い増加

する利用者負担を緩和するため、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人その他市長の認め

る法人（以下「社会福祉法人等」という。）が、利用者負担額の軽減（以下「軽減」という。）

をした場合に、当該軽減を実施した社会福祉法人等に対し助成を行うことにより、介護保険サー

ビスの効果的な利用促進を図ることを目的とする。 

（軽減対象サービス） 

第２条 軽減を受けることができる介護サービスは、社会福祉法人等が提供する次に掲げるサービ

ス（以下「軽減対象サービス」という。）とする。 

(１) 法第８条第２項の訪問介護 

(２) 法第８条第７項の通所介護 

(３) 法第８条第９項の短期入所生活介護 

(４) 法第８条第15項の定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

(５) 法第８条第16項の夜間対応型訪問介護 

(６) 法第８条第17項の地域密着型通所介護 

(７) 法第８条第18項の認知症対応型通所介護 
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(８) 法第８条第19項の小規模多機能型居宅介護 

(９) 法第８条第22項の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

(10) 法第８条第23項の複合型サービス 

(11) 法第８条第27項の介護福祉施設サービス 

(12) 法第８条の２第７項の介護予防短期入所生活介護 

(13) 法第８条の２第13項の介護予防認知症対応型通所介護 

(14) 法第８条の２第14項の介護予防小規模多機能型居宅介護 

(15) 法第115条の45第１項第１号イの第１号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業 

(16) 法第115条の45第１項第１号ロの第１号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業

（自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。） 

（軽減の対象者） 

第３条 軽減を受けることができる者は、本市が行う介護保険の被保険者であって、次に掲げる要

件を全て満たす者のうちその者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困

難な者として市長が認めたもの及び生活保護受給者とする。ただし、介護保険法施行法（平成９

年法律第124号）第13条の規定に基づく特別養護老人ホームの旧措置入所者（以下「旧措置入所者」

という。）で利用者負担割合が５パーセント以下のものを除く。 

(１) 市民税非課税世帯に属する者であること。 

(２) 軽減を受けようとする者及びその世帯員の年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が１人増

えるごとに50万円を加算した額以下であること。 

(３) 軽減を受けようとする者及びその世帯員の預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が１

人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。 

(４) 軽減を受けようとする者及びその世帯員が日常生活に供する資産以外に活用できる資産を

所有していないこと。 

(５) 軽減を受けようとする者が負担能力のある親族等に扶養されていないこと。 

(６) 軽減を受けようとする者が介護保険料を滞納していないこと。 

（軽減の対象） 

第４条 軽減の対象となる費用は、軽減対象サービスに係る利用者負担額並びに食費、居住費（短

期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護においては滞在費。以下「滞在費」という。）及

び宿泊費に係る利用者負担額（以下「軽減対象利用者負担額」という。）とする。ただし、生活

保護法（昭和25年法律第144号）第６条第１項に規定する被保護者（以下「生活保護受給者」とい
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う。）は、軽減対象利用者負担額のうち個室（ユニット型個室、ユニット型準個室又は従来型個

室をいう。）の居住費のみ軽減の対象とする。 

２ 前項本文に規定する軽減対象利用者負担額のうち、施設入所者等に係る食費、居住費（滞在費）

の軽減は、特定入所者介護（予防）サービス費が支給されている場合のみとする。 

３ 前条ただし書の規定にかかわらず、旧措置入所者が前項のユニット型個室を利用した場合は、

居住費のみ軽減の対象とする。 

４ 前３項の規定のうち２以上の規定の適用を受けることができる軽減の対象者については、軽減

の対象者に最も有利なものによる。 

（軽減の額） 

第５条 軽減を受けることができる額は、前条に規定する利用者負担額の４分の１の額とする。た

だし、老齢福祉年金受給者にあっては２分の１の額とし、生活保護受給者にあっては利用者負担

額の全額とする。 

（軽減の申請） 

第６条 軽減対象サービスの利用者負担額の軽減を受けようとする者は、社会福祉法人等利用者負

担軽減対象確認申請書（第１号様式）に被保険者証を添えて市長に申請し、確認を受けなければ

ならない。 

（軽減の決定） 

第７条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、当該軽減に係る可否の決定を行

うものとする。 

２ 市長は、前項の規定により利用者負担額の軽減の可否を決定したときは、社会福祉法人等利用

者負担軽減対象決定通知書（第２号様式）により当該申請をした者に通知するものとする。この

場合において、当該決定が軽減を認める決定であるときは、当該通知と併せて社会福祉法人等利

用者負担軽減確認証（第３号様式。以下「確認証」という。）を交付するものとする。 

３ 前項後段の場合において、確認証は、生活保護受給者にあっては社会福祉法人等利用者負担軽

減確認証（生活保護受給者用）（第３号の２様式。以下「確認証（生活保護受給者用）という。）

を交付するものとする。 

（確認証等の有効期限等） 

第８条 確認証及び確認証（生活保護受給者用）（以下「確認証等」という。）の有効期限は、申

請書を受理した日（以下「受理日」という。）の属する月の初日から受理日後最初に到来する７

月31日までとする。 
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２ 確認証等の有効期限後引き続き確認証等の交付を受けようとする者は、有効期限の前までに、

第６条の申請を行わなければならない。 

３ 確認証等の交付を受けた者は、軽減の対象者に該当しなくなったときは、速やかに当該確認証

等を市長に返還しなければならない。 

（確認証等の再交付） 

第９条 確認証等の交付を受けた者が確認証等を破損し、又は亡失したときは、市長に社会福祉法

人等利用者負担軽減確認証等再交付申請書（第４号様式）により申請し、確認証等の再交付を受

けることができる。 

（助成の対象者） 

第10条 この要綱による助成の対象者は、軽減対象サービスについて利用者負担額の軽減を行う社

会福祉法人等とする。 

（助成対象経費及び助成の額） 

第11条 助成の対象経費は、社会福祉法人等が利用者負担額を軽減した総額（本市の介護保険の被

保険者に係るものに限る。この項において同じ。）から当該社会福祉法人等の本来受領すべき利

用者負担収入額（軽減対象となるサービスに限り、負担軽減対象者以外の者の負担分も含める。

この項において同じ。）の１パーセントに相当する額を減じて得た額とし、助成の額は、当該金

額の２分の１に相当する額とする。ただし、法第78条の２第１項の規定により指定を受けた指定

地域密着型介護老人福祉施設及び法第86条第１項の規定により指定を受けた指定介護老人福祉施

設に係る利用者負担額を軽減する社会福祉法人等については、利用者負担額を軽減した総額が、

当該施設の本来受領すべき利用者負担収入額の10パーセントに相当する額を超える場合は、当該

超える部分についてはその全額を助成するものとする。 

２ 前項の助成額は、事業所ごとに算定するものとする。 

（軽減実施の申出等） 

第12条 第３条に規定する対象者に対してこの要綱に基づき利用者負担額の軽減を行う社会福祉法

人等は、あらかじめ市長に社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書（第５号様式）を提出す

るものとする。 

（助成金の交付の申請） 

第13条 利用者負担額の軽減を行った社会福祉法人等は、４月分から９月分まで及び10月分から翌

年の３月分までの２回に分けて、それぞれ当該年度の10月末日、３月末日までに社会福祉法人等

利用者負担軽減助成金交付申請書（第６号様式）に社会福祉法人等利用者負担軽減実績報告書（第
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７号様式）を添えて市長に申請するものとする。この場合において、当該報告書に係る収支決算

書その他市長が必要と認めて指示する書類を添付しなければならない。 

（助成金の交付の決定） 

第14条 市長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請に係る書類等の審査を行い、助成金を

交付すべきものと認めるときは、速やかに助成金の交付の決定をし、社会福祉法人等利用者負担

軽減助成金交付決定通知書（第８号様式）により申請をした社会福祉法人等に通知するものとす

る。 

（助成金の交付請求） 

第15条 助成金の交付の決定を受けた社会福祉法人等は、助成金の交付を受けようとする場合には、

社会福祉法人等利用者負担軽減助成金交付請求書（第９号様式）を市長に提出するものとする。 

（諸帳簿等の整備） 

第16条 社会福祉法人等は、当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及

び支出について証拠書類を整えるとともに、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後５年間保存しな

ければならない。 

（補則） 

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成17年12月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の日の前日までに、合併前の安達町介護保険の特別対策にかかる社会福祉法人

等利用者負担額減免助成要綱（平成17年安達町告示第11号）、岩代町介護保険の特別対策にかか

る社会福祉法人等利用者負担額減免助成要綱（平成12年岩代町告示第21号）又は東和町社会福祉

法人等利用者負担軽減助成要綱（平成17年東和町告示第49号）の規定によりなされた決定、手続

その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。 

（軽減の額の経過措置） 

３ 平成18年７月１日から平成20年６月30日までの間、平成18年６月１日現在において介護保険法

（平成９年法律第123号。以下「法」という。）第51条の２第２項第１号及び第61条の２第２項第

１号に規定する食費の負担限度額を定める件（平成17年厚生労働省告示第413号）に規定する表１、

２及び３並びに法第51条の２第２項第２号に規定する居住費の負担限度額及び法第61条の２第２
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項第２号に規定する滞在費の負担限度額を定める件（平成17年厚生労働省告示第414号）に規定す

る表１に該当する者（多床室利用者を除く）のうち、地方税法等の一部を改正する法律（平成17

年法律第５号）第６条に規定する市町村民税に関する経過措置対象者及びその者と同一の世帯に

属する要介護等被保険者であって、次に掲げるすべての要件を満たす者は、第３条の規定にかか

わらず軽減の対象とする。ただし、軽減の額は第５条の規定にかかわらず第４条に規定する利用

者負担額の８分の１の額とする。 

(１) 軽減を受けようとする者及びその世帯員の年間収入が単身世帯で190万円、世帯員が１人増

えるごとに50万円を加算した額以下であること。 

(２) 軽減を受けようとする者及びその世帯員の預貯金の額が単身世帯で350万円、世帯員が１人

増えるごとに100万円を加算した額以下であること。 

(３) 軽減を受けようとする者及びその世帯員が日常生活に供する資産以外に活用できる資産を

所有していないこと。 

(４) 軽減を受けようとする者が負担能力のある親族等に扶養されていないこと。 

(５) 軽減を受けようとする者が介護保険料を滞納していないこと。 

（軽減の額の特例） 

４ 平成21年４月１日から平成23年３月31日までの間に限り、第４条の規定する介護費用に係る利

用者負担額を軽減する場合にあっては、第５条中「４分の１」とあるのは「100分の28」、「２分

の１」とあるのは「100分の53」とする。 

附 則（平成18年告示第59号） 

この要綱は、平成18年４月１日から施行する。 

附 則（平成18年告示第103号） 

この要綱は、平成18年７月１日から施行する。 

附 則（平成21年告示第113号） 

この要綱は、平成21年６月30日から施行し、改正後の二本松市社会福祉法人等利用者負担軽減助

成要綱の規定は、平成21年４月１日から適用する。 

附 則（平成24年３月29日告示第58号） 

この要綱は、平成24年３月29日から施行し、改正後の二本松市社会福祉法人等利用者負担軽減助

成要綱の規定は、平成24年３月１日以後の申請から適用する。 

附 則（平成25年３月28日告示第52号） 

この要綱は、平成25年４月１日（以下「施行日」という。）から施行し、施行日以後に社会福祉
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法人等が提供する軽減対象サービスから適用する。 

附 則（平成27年７月27日告示第156号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成27年７月27日から施行し、改正後の二本松市社会福祉法人等利用者負担軽減

助成要綱の規定は、平成27年４月１日から適用する。ただし、第４条の改正規定は、平成27年８

月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の二本松市社会福祉法人等利用者負担軽減助成

要綱第７条第２項の規定により交付された社会福祉法人等利用者負担軽減確認証及び同条第３項

の規定により交付された社会福祉法人等利用者負担軽減確認証（生活保護受給者用）は、有効期

限を「平成28年６月30日まで」としたものは「平成28年７月31日まで」と読み替えるものとする。 

附 則（平成28年３月４日告示第48号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成28年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 処分その他の行為についての不服申立てであってこの要綱の施行前になされた処分その他の行

為に係るものについては、なお従前の例による。 

附 則（平成29年９月21日告示第175号） 

この要綱は、平成29年９月21日から施行する。 

附 則（平成30年６月28日告示第115号） 

この要綱は、平成30年６月28日から施行する。 

附 則（令和４年３月30日告示第63号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年３月30日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際現に作成されている改正前の二本松市社会福祉法人等利用者負担軽減助成

要綱第３号様式、第３号の２様式及び第５号様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加え使

用することができる。 
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第１号様式（第６条関係） 
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第２号様式（第７条関係） 
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第３号様式（第７条関係） 
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第３号の２様式（第７条関係） 
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第４号様式（第９条関係） 
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第５号様式（第12条関係） 
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第６号様式（第13条関係） 
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第７号様式（第13条関係） 
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第８号様式（第14条関係） 
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第９号様式（第15条関係） 

 


